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入 札 説 明 書

サンピアザ・デュオリニューアル等工事に係る入札等については、関係法令に定めるものの

ほか、この入札説明書によるものとする。

１ 契約担当部署

  〒004-0052 札幌市厚別区厚別中央２条５丁目７番２号

        株式会社札幌副都心開発公社 施設部施設課

        電 話 011-890-2414

        ＦＡＸ 011-892-0100

２ 工事概要

(1) 工事番号  2016（建）第 0001 号

(2) 工 事 名  サンピアザ・デュオリニューアル等工事

(3) 工事場所  札幌市厚別区厚別中央２条５丁目７番２号ほか

(4) 工事内容

① サンピアザ・デュオリニューアル工事

  ② サンピアザ建物補強工事

(5) 工  期 平成 30 年 2月 28 日まで

３ 発注方式

  この工事は、特定共同企業体による共同請負方式である。

４ 入札参加資格

  この入札に参加しようとする者は、下記(1)及び(2)の条件をすべて満たしていなければな

らない。また、入札参加者募集要項 12 に定める条件を満たしていない者は、落札者としな

いものとする。

(1) その構成員のすべてが下記５に掲げる条件を満たしていること。

(2) 下記６に掲げる共同企業体の結成条件を満たしていること。
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５ 共同企業体の構成員の条件

(1) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しない者であ

ること。

(2) 平成 27・28 年度札幌市競争入札参加資格者名簿に工種「建築」で登録していること。

（会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）による更生手続開始の申立てがなされている

者又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）による再生手続開始の申立てがなされて

いる者については、手続開始の決定後、札幌市の再認定を受けていること。）

(3) 上記(2)の平成 27・28 年度札幌市競争入札参加資格者名簿の登録の際に客観的事項に

ついて算定された点数が 900 点以上であること。

(4) 一般競争入札参加資格確認申請書（以下「申請書」という。）及び一般競争入札参加

資格確認資料（以下「資料」という。）の提出期限の日から落札決定の時までの期間に、

札幌市競争入札参加停止等措置要領（平成 14 年４月 26 日財政局理事決裁）の規定に基

づく参加停止の措置を受けていないこと。

(5) 会社更生法による更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法による再生

手続開始の申立てがなされている者（上記(2)に掲げる再認定を受けたものを除く。）

等、経営状態が著しく不健全な者でないこと。

(6) 次に掲げる条件を満たす鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建物の新

築又は増改築工事に係る建築工事（平成 13 年４月１日以降に工事が完成し、引渡しが

済んでいるものに限る。共同企業体により施工した工事を含む。）について、元請とし

ての施工実績があること。ただし、次に掲げる条件を満たす工事が共同企業体によるも

のである場合は、出資比率が 20％以上であること。

  ① 共同企業体の代表者

  １棟の延べ面積（増改築の場合は、その工事部分の床面積）が 4,000 ㎡以上の工事

  ② 共同企業体の代表者以外の構成員

  １棟の延べ面積（増改築の場合は、その工事部分の床面積）が 2,000 ㎡以上の工事

(7) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に専任で配置できること。
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  ① １級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。

  ② 監理技術者にあっては、監理技術者資格証及び監理技術者講習修了証を有する者であ

ること。

  ③ 申請者と３カ月以上の雇用関係にあること。

(8) 上記２に示した工事に係る設計業務等の受託者（受託者が共同企業体である場合にお

いては、当該共同企業体の構成員をいう。以下「受託者」という。）でないこと。

(9) 受託者の発行済株式総数の 100 分の 50を超える株式を有し、又はその出資の総額 100

分の 50 を超える出資をしている者でないこと。

(10) 代表権を有する役員が受託者の代表権を有する役員を兼ねていないこと。

(11) 入札の適正さが阻害されると認められる次に掲げる一定の資本関係又は人的関係に

ある者がこの入札に参加していないこと（同一特定共同企業体の構成員との間で、この

関係を有する者は除く）。

  ① 資本関係

   (ｱ) 親会社と子会社の関係にある場合

   (ｲ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合

  ② 人的関係

   (ｱ) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合

   (ｲ) 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第 67 条第１項又は民事再生法第

64 条第２項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合

６ 共同企業体の結成条件

  入札参加を希望する者は、次の結成条件を満たした共同企業体でなければならない。

(1) 構成員の数が、２又は３社であること。

(2) 札幌市に本社所在地を置く構成員を１社含んでいること。

   なお、代表者の本社所在地は、その場所を問わない。

(3) 各構成員が、本工事の入札において２以上の共同企業体の構成員とならないこと。

(4) 事業協同組合等の組合と当該組合の組合員とが同一の共同企業体の構成員とならない
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こと。

(5) 各構成員の出資の割合が均等割の 10 分の６以上であること。

(6) 共同企業体の代表者は、円滑な共同施工を確保するため中心的な役割を担うのにふさ

わしい者であること。

(7) 共同企業体の代表者の出資の割合が他の構成員の出資の割合を下回らないこと。

７ 設計業務等の受託者

  上記５(8)の「上記２に示した工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者であ

る。

① 株式会社石本建築事務所

② 株式会社建築工房

③ 株式会社丹青社

８ 入札参加資格の確認

(1) この入札に参加を希望する者は、次に従い、申請書及び資料を持参により提出し、資

格確認のために必要な指示に従わなければならない。

   なお、上記５(2)に掲げる登録及び申請をしていない者を構成員とする共同企業体も次

に従い申請書と資料を提出することができる。この場合において、当該構成員が上記５

(1)及び５(4)から(11)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において上記

５(2)及び(3)に掲げる事項を満たしていることを条件として入札参加資格があること

を確認するものとする。当該確認を受けた共同企業体が入札に参加するためには、当該

構成員が開札の時において上記５(2)及び(3)に掲げる事項を満たしていなければなら

ない。

   期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに入札参加資格がないと認められた者

は、本入札に参加することができない。

  ① 提出期間

    平成 28 年４月８日（金）から平成 28 年４月 22 日（金）までの土曜日、日曜日及び

国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する休日（以下「休日」と
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いう。）を除く毎日、午前 10 時 30分から午後５時 00 分まで

(2) 申請書は、別添様式１により作成すること。なお、上記１に示す契約担当部署におい

ても交付する。

(3) 上記５(6)に掲げる同種の工事の施工実績の確認を行うにあたっては、我が国における

同種の工事の施工実績をもって行う。

(4) 資料は、次に従い作成すること。

   なお、下記①の同種の工事の施工実績については、平成 13 年４月１日以降に工事が完

成し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。

  ① 同種工事施工実績書

    上記５(6)に定める条件を満たす工事の施工実績を構成員ごとに別添様式２に記載す

ること。記載できる同種の工事の施工実績の件数は各構成員につき３件までとする。

  ② 同種工事の施工を証する書面

    上記①の同種工事施工実績書に記載した工事を施工したことを証する書類（契約書の

写し又は施工証明書等）を添付すること。また、当該工事の施工内容が確認できる書類

（工事カルテ、図面、設計書等）を添付すること。（共同企業体による実績である場合

は、協定書も添付すること。）

    なお、書面の記載が日本語によらない場合には、日本語に訳した書面（様式は自由）

を添付すること。

  ③ 配置予定技術者経歴書

    上記５(7)に掲げる配置予定の技術者の資格等を別添様式３に記載し、保有している

資格を確認できる書類、雇用関係を確認できる書類（健康保険証の写し等）と、監理技

術者については監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証の写しを添付すること。

   （※ 監理技術者の配置は代表者１社で足りるが、その他全ての構成員からそれぞれ主

任技術者を配置すること。）

  複数の候補技術者を配置予定技術者とする場合においては、複数の配置予定技術者を

記入することができる。この場合、契約締結時に候補者の中から配置予定技術者を選択



- 6 -

し、その旨を書面で提出すること。

    また、共同企業体の構成員が同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者と

する場合において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することが

できなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した当該共同企業体は、直ち

に当該申請書の取下げを行うこと。構成員が他の工事を落札したことにより配置予定の

技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、当該共同企

業体の全ての構成員に対して、参加停止を行うことがある。

  ④ 特定共同企業体協定書

    特定共同企業体協定書は、別表の様式（別添様式４）により作成すること。

  ⑤ 経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書

    直近の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写を提出すること。

  ⑥ 消費税及び地方消費税に関する申立書

    別添様式５により構成員ごとに作成すること。

(5) 入札参加資格の通知

   入札参加資格については、申請書及び資料の提出期限の日を基準日として確認を行う。

また、その結果については、平成 28年５月２日（月）までに通知する（予定）。

(6) その他

  ① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。

  ② 提出された申請書及び資料は、入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。

  ③ 提出された申請書及び資料は、返却しない。

  ④ 提出期限以降における申請書又は資料の書き換え、差し替え及び再提出は認めない

９ 入札参加資格がないと認めた者に対する理由の説明

(1) 入札参加資格がないと認められた者は、入札参加資格がないと認めた理由について、

公社に対して次に従い、書面（様式は自由）により説明を求めることができる。

  ① 提出期限 平成 28 年５月 13 日（金） 午後５時 00 分

  ② 提出場所 上記１に同じ
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  ③ そ の 他 書面は持参することにより提出するものとし、送付又は電送によるものは

受け付けない。

(2) 説明を求めた者に対しては、平成 28 年５月 23 日（月）までに書面により回答する。

10 設計図書の閲覧

(1) 本工事に係る設計図書は、次のとおり閲覧に供する。

  ① 閲覧期間 平成 28 年４月 11 日（月）から平成 28 年４月 22 日（金）までの土曜日、

日曜日及び休日を除く毎日、午前 10時 30 分から午後５時 00 分まで

  ② 閲覧場所 〒004-0052 札幌市厚別区厚別中央２条５丁目７番２号

         株式会社札幌副都心開発公社

         又は

        〒060-0003

         札幌市中央区北３条西２丁目 カミヤマビル４Ｆ

         タイセー株式会社   電話 011-222-1133

(2) 入札参加を希望する者は、上記閲覧期間中、次の場所において設計図書を有料で複写

することができる。

        〒060-0003

         札幌市中央区北３条西２丁目 カミヤマビル４Ｆ

         タイセー株式会社   電話 011-222-1133

(3) 設計図書等に対する質問がある場合においては、次に従い、ＦＡＸ又は持参により提

出すること。

  ① 提出期間 平成 28 年４月 18 日（月）から平成 28 年５月 13 日（金）までの土曜日、

日曜日及び休日を除く毎日、午前 10時 30 分から午後５時 00 分まで

  ② 提出場所 上記１に同じ

(4) (3)の質問に対する回答は、質問者に対しては、質問を受領後、１週間以内にＦＡＸ等

により回答する。また、次のとおり公社のホームページにおいても閲覧することができ

る。
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  ① 閲覧期間 平成 28 年４月 18 日（月）から平成 28 年５月 31 日（火）までの土曜日、

日曜日及び休日を除く毎日、午前 10時 00 分から午後５時 00 分まで

11 入札及び開札の日時及び場所

(1) 入札及び開札日時

   平成 28 年６月１日（水） 午前 10 時 30 分

(2) 入札及び開札場所

   札幌市厚別区厚別中央２条５丁目７番２号

  株式会社札幌副都心開発公社 会議室

12 入札及び開札方法

(1) 入札書は、上記 11 に従い、紙の持参により提出すること。

(2) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 8 に相当する

額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨て

た金額）をもって落札価格とするので、入札者は、各構成員が消費税及び地方消費税に

係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 108

分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。

(3) 入札執行回数は、原則として３回を限度とする。

(4) １回目の入札を行った結果、公社の予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき

は、再度の入札を行う。

(5) 入札書の提出について

  ① 入札書は、工事費等内訳書と共に封筒に入れて、上記 11(1)に定める入札及び開札日

時に上記１の契約担当部署まで提出しなければならない。

  ② 入札書は、入札様式１により、書面により作成するものとする。入札者名は、特定共

同企業体名及び代表者名を記載し、代表者が押印すること。

  ③ 代表者の代理人が提出する場合は、入札様式２により、委任状を持参すること。

  ④ 入札書の提出にあたっては、公社により入札参加資格があることが確認された旨の上

記８(5)に掲げる通知書の写しを持参すること。



- 9 -

13 入札保証金及び契約保証金

(1) 入札保証金

   なし

(2) 契約保証金

   なし

14 工事費等内訳書の提出

(1) 第１回の入札書を提出するにあたり、第１回の入札書に記載される入札金額に対応し

た工事費等内訳書（様式は自由）を書面により添付すること。

(2) 工事費等内訳書は設計図書に示す本工事費内訳書又は総括内訳書とし、金額等を明ら

かにすること。

15 入札の無効

  入札参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者の行った入札は

無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。

  なお、公社により入札参加資格のある旨確認された者であっても、開札のときにおいて上

記４に掲げる資格のない者は、入札参加資格のない者に該当する。

16 落札者の決定方法

当該契約の内容に適合した履行を確保するため、公社の予定価格の制限の範囲内で最低の

価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。

  ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により上記２に示した工事に

係る契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契

約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であ

ると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって有効な入札を行った他の者

のうち最低の価格をもって入札を行った者を落札者とすることがある。

  なお、本入札においては最低制限価格を設定する。

17 手続における交渉の有無

  無
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18 契約書作成の要否

  要

19 前払金及び請負代金

(1) 前払金

   前払金は、契約金額の３割以内とし、落札者が保証事業会社と前払金保証契約を締結

し、その保証書を公社に寄託した日から起算して 30 日以内に支払う。

(2) 平成 28 年度分請負代金

   平成28年度分の請負代金は、契約金額の４割以内とし、平成29年３月31日に支払う。

(3) 平成 29 年度分請負代金

   平成 29 年度分の請負代金は、平成 30年３月 31 日に支払う。

20 その他

(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。

(2) 入札参加者は、本書に定めるもののほか、関係法令を遵守すること。

(3) 申請書類に虚偽の記載をした場合においては、参加停止を行うことがある。

(4) 落札者は、上記５(7)に掲げる配置予定技術者経歴書に記載した配置予定の技術者を契

約した工事の現場に配置すること。

(5) この工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年法律第104号）

第９条に基づき分別解体等の実施が義務づけられた工事である。


